
サンプルテキスト

■事業内容■ 

  

１ 環境管理に伴う調査・測定・化学分析        

２ ダイオキシン類に係る濃度計量証明 

３ ビル管理に伴う水質検査･空気環境測定   

４ 水道法第 20 条に基づく水質検査 

５ 土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査 

６ 労働衛生管理に伴う作業環境測定 

７ トータルサニテーション管理 

８ 委託試験・研究・開発 
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環境省の温泉保護利用懇談会で６月４日、温泉成分の適切な表示を求める中間報告がまとめられ

ました。温泉法は１９４８年に公布され、掘削など温泉に関する手続きを定め、源泉の成分と禁忌症の掲

示が義務付けられています。今回の中間報告では、実際に利用する浴槽の成分分析結果を表示する

べきであるとして、今後１０年をめどに成分の再分析することが求められました。環境省は今後、温泉

法や温泉法の施行規則の改正に取り組んでいきます。 

環境省によると、源泉に水を加えたり、循環ろ過をすることで温泉成分が源泉とは異なるケースが

増えています。温泉の掘削数の増加が既存の温泉に与える影響も懸念されるようになり、環境省はこ

れまでに懇談会を設置して、温泉の適正な表示や利用について検討を進めていました。 
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